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地域医療構想における構想区域の設定について市町から提出された 

意見とそれに対する県の考え方 

 

 
 市町からの意見 意見に対する県の考え方 

構

想

区

域

の

設

定 

 

高

松

市 

現在の５つの二次保健医療圏では、圏域

間で入院患者の流出入が大きく、一体の区

域としては成り立っていない場合がある現

状等を考慮すると、地域医療構想の構想区

域を３つにすることは「妥当」であると考

える。 

但し、ガイドラインが示す構想区域の要

素である①人口規模、②患者の受療動向、

③疾病構造の変化、④基幹病院へのアクセ

ス時間等について、根拠を明らかにする必

要がある。 

御意見を踏まえて、関係者の意見を聴き

ながら、地域医療構想の策定を進めてまい

ります。 

さ

ぬ

き

市 

新構想区域案については、概ね理解でき

る。 

 

東

か

が

わ

市 

構想区域設定については、概ね理解でき

る。 

ま

ん

の

う

町 

 県が設定しようとしている二次医療圏の

構想区域に同意します。 

琴

平

町 

本町は、町立病院（診療所）がなく、消

防本部も仲多度郡内における所管管轄の

為、県全体の議論に従うことが優先される

と考えていますが、病床数の減少や病院群

輪番制が背景にあるため、構想区域を広げ

ていくことは、間違った選択肢でないと思

います。 

将来においては、構想区域をさらに広げ、

区域を２つや１つとしていくことが望まし

いと考えます。 

 

資料１ 
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 市町からの意見 意見に対する県の考え方 

構

想

区

域

の

設

定 

坂

出

市 

二次保健医療圏としては，大川・高松医

療圏については，大川居住の患者の高松へ

の流入割合が高く，統合の合理性があり，

中讃・三豊圏域はそれぞれのエリア内の受

診が高い状況にあることから，現状の圏域

の継続も適当であると考えられる。医療構

想区域と二次医療圏を当面別個に取扱うと

いうことであれば 3 つの医療構想区域の設

定に特段の異論はない。 

三豊保健医療圏においては、医療需要の

うち約２割が圏外へ流出する推計結果とな

っており、国が平成２４年に示した二次医

療圏の見直し要件に該当する程度の流出が

見られます。 

構想区域と二次保健医療圏との関係につ

いては、国のガイドラインでは、平成３０

年度からの次期医療計画の策定において、

最終的には二次医療圏と構想区域と一致さ

せることが適当であるとされており、直ち

に二次保健医療圏を変更するものではあり

ません。次期保健医療計画の策定時に、関

係団体や市町の意見を聴きながら、改めて

検討したいと考えています。 

土

庄

町 

地域医療構想における構想区域の設定に

ついては、下記の事項について協議して頂

く事を前提として賛成いたします。 

 

1.高松医療圏との連携強化について 

2.救急搬送、搬送手段について 

3.医師確保、看護師確保等の制度化につい

て 

4.その他、「小豆医療圏の医療を考える検

討委員会」における、高木委員の提言の

実現について 

小豆保健医療圏の医療提供体制の確保に

ついては、調整会議をはじめ、様々な機会

を通じて、土庄町、小豆島町や、地域の医

療関係者等の意見を聴きながら、支援の在

り方を検討してまいります。 

メ

リ

ッ

ト

デ

メ

リ

ッ

ト 

高

松

市 

県は、主体的に影響を分析し、想定する

メリット・デメリットを明らかにした上で、

地域医療構想策定検討会や地域医療構想調

整会議に示すこと。 

医療を取り巻く環境としては、近年、交

通網の発達等により患者の受療動向が広域

化しています。また、医療資源は限られて

いることから、その有効活用を図ることが

大きな課題です。 

そうした状況の中、構想区域を統合した

場合のメリットとしては、広域で医療機能

の分化・連携を図ることにより、患者の受

けられる医療の選択肢が多様化し、患者の

状態に応じたより適切な医療の提供につな

がると考えています。 

また、このような医療機能の分化・連携

により、限られた医療資源の有効活用が図

られ、医療提供体制の持続可能性が高まる

ものと考えています。 

デメリットとしては、これまで築いてき

た医療圏ごとの体制の再構築が必要となる

ことが考えられますが、救急医療体制等に

ついては、必要に応じて従来の枠組みで協

議、検討を行うことにより、対応可能と考

えています。 

多

度

津

町 

策定検討会での主な意見の中でも出てい

ますが、中讃保健医療圏として三豊と統合

された場合、地域住民に対して考えられる

メリット、デメリットはどんなことがある

のか。 
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 市町からの意見 意見に対する県の考え方 

住

民

の

安

心 

丸

亀

市 

機能に応じた病床数を確保することを第

一義とし、市民が必要な医療が受けられ、

安心して暮らすことができるよう希望す

る。 

県民が各地域でそれぞれの状態に応じた

医療を受けられるよう、目指すべき医療提

供体制の構築に向けて、地域医療構想の策

定を進めます。 

綾

川

町 

 地域医療構想により、今後、二次医療圏

域を変更することで、町民の受療条件等に

不利益の無いよう配慮いただきますようお

願いいたします。 

地

域

の

特

性

を

踏

ま

え

た

検

討 

高

松

市 

医療資源が乏しい生活圏域にも配慮し、

検討すること。 

構想区域を３つとする場合でも、地域医

療構想調整会議等において、必要に応じて、

従来の二次保健医療圏等、地域の特性や状

況にも配慮しながら、各地域にふさわしい

医療提供体制の構築を図っていく必要があ

ると考えています。 

さ

ぬ

き

市 

高度急性期機能については、新圏域内の

県立中央病院及び香川大学医学部附属病院

間での過剰な機能分化、縮小が生じること

がないよう、県域全体での運用を期待した

い。 

さ

ぬ

き

市 

特に、地域住民が設立する自治体病院を

有する市町においては、その存在自体がま

ちづくり政策の実施機関として、現保健医

療圏における救急、小児、周産期等の政策

医療の提供の役割を担っている。 

したがって、政策医療の提供エリアにつ

いては、統合案の区分に束縛されることな

く、現在の保健医療圏における提供エリア

が基本的に存続、維持されていくことが重

要であり、そのためには、統合構想区域内

において、急性期病床が偏在しないよう検

討される必要がある。 

東

か

が

わ

市 

構想区域で病床機能を検討し、過剰病床

と判定されれば、必然的に公立病院から優

先的な削減も想定され、また高松医療圏域

に急性期病床が偏在することになるのでは

ないかと思われる。 

また、２次医療圏について、次期保健医

療計画策定時には見直すことになるだろう

が、そうなると救急医療体制等に影響が出

るのではないかと懸念する。 

本市の医療提供体制は、県立白鳥病院が

核となっており、高齢化率が高いことから、

身近に急性期病床の確保は不可欠である。 

東

か

が

わ

市 

構想区域内の病床の機能分化を考えるに

あたり、急性期病床が現在の高松保健医療

圏に偏在しないよう配慮をして検討してい

ただきたい。市としては、県立白鳥病院の

病床削減については反対である。 
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 市町からの意見 意見に対する県の考え方 

救

急

医

療 

丸

亀

市 

現在、中讃保健医療圏に第三次救急医療

施設（小児を除く）がなく、必要に応じ高

松、三豊へ救急搬送しており、今後、構想

区域の見直しにより３つに変更になった場

合でも、患者の病態等により選択可能であ

ることを希望する。 

救急医療体制については、構想区域や医

療圏とは別に検討することも可能であり、

直ちに変更を行うものではないと考えてい

ます。 

丸

亀

市 

二次保健医療圏における病院群輪番制病

院事業については、３つの圏域に設定後も、

従来どおりの圏域での実施を希望する。 

坂

出

市 

３つの医療構想区域となった場合、その

中で高度急性期機能等の医療機能での病床

必要数の推計がされていくことになり、現

在，構成されている、５つの２次医療圏で

の輪番制による救急医療体制等との整合性

はどうなるのか、 

東

か

が

わ

市 

従来の救急医療体制に影響がでないよう

検討することを期待する。 

多

度

津

町 

３つの構想区域にすることにより、病床

数の削減が考えられるが、その影響で救急

搬送に支障をきたすことが危惧されるの

で、慎重な検討をお願いしたい。 

構想は、病床数を削減することが主目的

ではなく、また、３つの構想区域とするこ

とにより、病床数が一層削減されるという

ものではありません。 

輪番制等、救急医療体制については、構

想区域や医療圏とは別に検討することも可

能であり、直ちに変更を行うものではない

と考えています。 

高

松

市 

本市消防局管内では、高齢化の進展に伴

う高齢者搬送の増加や、緊急性の低い安易

な通報や転院搬送の要請などにより、平成

26 年の出動件数は 22,879 件、119 通報から

病院までの収容時間は 32 分 23 秒、件数、

時間ともに過去最高、最長となるなど、救

急出場は年々増加・長時間化の傾向にある

こと、また、受入側の医療機関も医師不足

やベッド満床等により飽和状態となってい

ることから、救急医療体制の整備・充実が

急務であると考えられ、こうした課題への

対応も考慮しつつ、構想の策定、医療圏の

見直しに取り組んでいただきたい。 

御意見を踏まえて、関係者の意見を聴き

ながら、地域医療構想の策定を進めてまい

ります。 
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 市町からの意見 意見に対する県の考え方 

救

急

医

療 

さ

ぬ

き

市 

特に救急医療における一次及び二次の医

療体制においては、施設配置が統合構想区

域全体として偏在しないような形で行われ

るべきであるし、併せて当該施設の医師確

保や運営体制についても共同運営化等、ス

ケールメリットを生かした施策を展開する

ことが必要である。 

御意見を踏まえて、関係者の意見を聴き

ながら、地域医療構想の策定を進めてまい

ります。 

統合構想によって広域化が推進され、搬

送先の選択肢が拡大するような施策となる

のであれば、今後の展開に期待したい。 

坂

出

市 

現在、「香川県立中央病院」「回生病院」

「四国こどもとおとなの医療センタ―」

「三豊総合病院」の４病院において、搬送

困難症例に対応するために、１床は確保す

ることとなっていますが、香川県が実施す

る「空床確保事業」については、平成２５

度で措置が終了しており平成２６年度から

平成２７年度までは、代替の予算で対応し

ています。 

平成２８年度からの継続の予定はありま

すか？また、現在の５つの二次医療圏が３

つに統合された場合、他の医療機関の追加

または変更の予定があれば御教示下さい。 

空床確保事業については、平成２６年度

及び平成２７年度は地域医療再生基金を活

用して事業を継続しているところであり、

平成２８年度以降は未定です。 

また、二次医療圏の統合による医療機関

の追加等については、現時点で予定はあり

ませんが、今後必要に応じて関係機関と検

討したいと考えています。 

回

復

期

等 

さ

ぬ

き

市 

回復期及び慢性期については、統合案が

採用された場合においても、重大な支障は

生じないと考える。 

御意見を参考にして、関係者の意見を聴

きながら、地域医療構想の策定を進めてま

いります。 

市

町

へ

の

情

報

提

供 

・ 

意

見

聴

取 

高

松

市 

地域医療構想の策定に当たっては、ガイ

ドラインによると、地域の実情に応じた在

宅医療等の需要推計もなされ、市町の介護

保険事業計画との整合性や、地域包括ケア

システムの構築にも留意する必要があると

されていることから、今後、構想区域ごと

に設置される地域医療構想調整会議におい

て、活発な議論がなされるためにも、在宅

医療等の推計に係る考え方など、必要かつ

詳細な情報を早期に提供されるとともに、

市町における十分な検討期間の設定にも留

意いただきたい。 

今後、構想区域ごとに調整会議を設け、

あるべき医療提供体制の実現に向けた協議

を行うこととなります。会議には市町から

の参加もお願いする方向で検討しており、

住民の医療ニーズを踏まえた意見をいただ

きたいと考えています。 

高

松

市 

ガイドラインでは、さまざまな手法によ

り、患者・住民の意見を反映する手続をと

ることとなっていることを踏まえ、住民に

直接接する基礎自治体へ、速やかに情報提

供すること。 
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 市町からの意見 意見に対する県の考え方 

 
丸

亀

市 

 必要病床の是正に当たっては、現状の医

療需要を踏まえ、市民の医療ニーズを十分

調査・検討の上で決定し、安易な病床削減

を前提としないことを希望する。 

今後、構想区域ごとに調整会議を設け、

あるべき医療提供体制の実現に向けた協議

を行うこととなります。会議には市町から

の参加もお願いする方向で検討しており、

住民の医療ニーズを踏まえた意見をいただ

きたいと考えています。 
三

豊

市 

協議を要する事項等があれば、会議に参

加したい。 

関

係

団

体

の

意

見

聴

取 

高

松

市 

地域医療構想の目的である、地域にふさ

わしいバランスのとれた医療機能の分化と

連携を実現するために、県においては、前

もって各団体からの意見を聴き、それらを

十分踏まえ、地域医療構想の策定に取り組

んでいただきたい。 

地域医療構想の策定に当たり、医療関係

者、保険者、市町、住民の代表者及び有識

者で構成する地域医療構想策定検討会を設

置し、御意見を伺いながら策定を進めてい

るところです。 

また、構想区域ごとに、各地域の医療関

係者等による調整会議を設置し、地域医療

構想の策定に当たり必要となるデータの共

有を行うとともに、御意見を伺いながら策

定を進めたいと考えています。 

綾

川

町 

県内の地区医師会等の意見も聴取、参考

にしてご検討いただきますようお願いいた

します。 

保

健

医

療

計

画 

丸

亀

市 

第六次香川県保健医療計画の計画期間

は、平成２５年４月１日から平成３０年３

月３１日までとなっており、次期計画策定

時にこの地域医療構想を基に見直すとのこ

とであるが、現保健医療計画との整合性を

十分図っていただきたい。 

次期保健医療計画策定に当たっては、こ

れまでの保健医療計画との整合性にも留意

したいと考えています。 

高

松

市 

構想区域の設定に伴い、最終的には、二

次保健医療圏が構想区域と同一の区域に見

直されることが想定されるが、既存の医療

圏において、救急医療体制など一定の医療

連携体制が確立されていることから、今後、

医療圏の見直しに当たっては、各圏域の住

民が受けられる医療サービスや、現行の医

療提供体制の確保に支障が生じることのな

いよう、市町の意見を踏まえた上で、慎重

な検討をお願いしたい。 

構想区域と二次保健医療圏との関係につ

いては、国のガイドラインでは、平成３０

年度からの次期医療計画の策定において、

最終的には二次医療圏と構想区域と一致さ

せることが適当であるとされており、直ち

に二次保健医療圏を変更するものではあり

ません。 

次期保健医療計画の策定時に、関係団体

や市町の意見を聴きながら、改めて検討し

たいと考えています。 

坂

出

市 

医療構想区域と２次医療圏が一致してい

くのかも含め、今後どのように展開してい

くのかをお聞かせください。 

東

か

が

わ

市 

大川保健医療圏の３次医療体制が脆弱な

ため高松保健医療圏へ流出していると考え

るので、２次医療圏の見直しについては、

慎重な協議をしていただきたい。 

多

度

津

町 

二次医療圏を統合した場合、行政として

どのような影響が考えられるのか。今後の

課題として出てくると思われますが、考え

られる内容を示していただきたい。 



７ 

 

 
 市町からの意見 意見に対する県の考え方 

そ

の

他 

丸

亀

市 

 介護における区域の老人福祉圏域につい

ては、基礎自治体単位で算定すべきであり、

医療圏域が変更になった場合も現状どおり

とすることを希望する。 

香川県高齢者保健福祉計画において介護

サービスの種類ごとの量の見込みを定める

圏域として、高齢者保健福祉圏域を設定し

ています。 

その圏域は保健医療サービスと福祉サー

ビスとの連携を図るため二次医療圏域と一

致させていますが、高齢者保健福祉圏域に

おける介護サービスの量の見込みについて

は、現状どおり、基礎自治体である個別の

市町の計画を集計するものです。 

高

松

市 

医師等の医療従事者の確保方策と合わ

せ、検討すること。 

 御意見を踏まえて、関係者の意見を聴き

ながら、地域医療構想の策定を進めてまい

ります。 

高

松

市 

民間病院と自治体病院の役割や医療機能

の違いを踏まえ、検討すること。 

高

松

市 

５疾病５事業（特に精神疾患）への具体

的な対応を踏まえ、検討すること。 

東

か

が

わ

市 

病床機能報告制度の報告結果が基礎とな

るが、報告内容についての精査が必要では

ないかと思われる。 

 

病床機能報告については、定性的な報告

となっており、また、初年度の報告内容に

ついては、他の医療機関の報告状況や地域

医療構想の検討状況を踏まえていないこと

に留意する必要があると考えています。 

毎年度、医療機関から報告をしていただ

く中で、実態を踏まえた報告内容となって

いくものと考えています。 

多

度

津

町 

 ３つの構想区域にした場合の医療需要の

流出入推計についてのデータが出た時点で

情報提供をお願いしたい。 

国に確認したところ、構想区域を二次保

健医療圏と異なる設定とした場合の流出入

等の推計値については、推計ツールの修正

等に一定の時間を要するとのことでした。 

当面は、既存の二次保健医療圏ごとの推

計値を単純合計する等の参考値を基に検討

を進めることとし、正式な推計値が出た時

点で、検討会等でお示しすることとしたい

と考えています。 

高

松

市 

検討会や調整会議の開催に当たっては、

事前に検討項目や関連資料等を示すなどし

て、委員が出身団体の意見を踏まえ発言で

きるよう、留意すること。 

御意見を踏まえて、できる限り事前の資

料提供等に努めます。 
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現

状

の

考

察 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さ

ぬ

き

市 

９月に開催された地域医療構想策定検討

会において、現状の５保健医療圏を３つの

構想区域とする案が提唱され、本市が位置

する大川保健医療圏においては、高松保健

医療圏との統合が望ましいとの見解（「統合

案」という。）が示されたところである。 

統合案は、構想区域の設定を検討する上

での４大要素である 

① 人口規模 

② 患者の流出入率 

③ 疾病構造の変化 

④ 基幹病院までのアクセスの方法、時間

等の変化 

を視点として導かれたものであり、①及び

②の観点に立った場合は、人口規模の大き

い中核医療圏に周辺医療圏を統合するとい

う基本方針に合致していると考える。 

一方で、地域住民の目線から注視すると、

高松保健医療圏には、圧倒的多数の医療機

関、そして高度急性期から慢性期までの充

実した病床機能が存在していることから、

④を主眼として病床機能と病床数を再考し

た場合には、現大川保健医療圏における急

性期医療をはじめとする医療機能の衰退を

招く危険性をはらんでいると考える。 

御意見を参考にして、関係者の意見を聴

きながら、地域医療構想の策定を進めてま

いります。 

東

か

が

わ

市 

香川県地域医療構想の策定における構想

区域の設定について、現状は５保健医療圏

域から見直し、３つの構想区域で病床の機

能分化・連携を進めるために、医療機能ご

とに医療需要と病床の必要量を推計し定め

るものである。 

区域設定については、大川保健医療圏域

から高松保健医療圏域への医療需要流出入

推計、県内の将来人口推計、国の基準等か

らも、高松と大川が一体的な構想区域設定

に位置づけられることは致し方ない。また

構想区域が市民の受療行動に影響を与える

ものではなく、医療供給体制の問題である

ことを念頭に考える必要がある。 
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現

状

の

考
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綾

川

町 

現在、綾川町は中讃圏域に属しています

が、生活圏域で言えば、諸条件により、高

松圏域と中讃圏域を二分するのが現状で

す。 

医療圏域も同様であり、日常の医療受療

の割合も、どちらかといえば高松圏域での

受診割合が多く、綾歌地区医師会において

も、現状の５医療圏域で唯一、２つの医療

圏域に属しています。救急医療体制として

は、高松市消防局に全委託しており、救急

搬送等についても高松圏域の医療機関への

搬送の割合が多いのが現状です。 

他方では、「瀬戸高松連携中枢都市圏」に

おける実施事業の連携についても、二次医

療圏域である高松、東讃、小豆の各市町と

協議しています。 

2025 年の各医療圏域における医療需要の

流出入推計によれば、それぞれの医療圏域

を越えた医療の需要実態を見て取ることが

できますが、中讃圏域の中でも綾川町は、

患者の受療動向、基幹病院へのアクセス時

間などから考慮しても、今後も高松圏域へ

の依存度が高くなると思われます。 

御意見を参考にして、関係者の意見を聴

きながら、地域医療構想の策定を進めてま

いります。 

 


